
請願第１号  

核兵器禁止条約に署名・批准を国に求める意見書提出についての請願書  

 
（請願理由）  
核兵器禁止条約は、２０１７年７月７日、国連加盟国の３分の２にあた

る１２２か国の賛成で採択され、国連創設デーの２０２０年１０月２４日、
発効に必要な５０か国の批准を達成し、２０２１年１月２２日から条約が
発効されています。その後も署名・批准国は増え続け、唯一の被爆国であ
る日本の姿勢が問われています。  
 条約は前文で、「ヒバクシャの許容しがたい苦しみと被害に留意」し、「核
兵器のいかなる使用も人道の原則に反する」と明記し、開発、実験、生産、
保有、使用と威嚇まで、核兵器にかかわるあらゆる活動を全面的に禁止し
ています。「原子力兵器の撤廃」を掲げた国連総会の第１号決議（１９４６
年１月）の実現へ、歴史的な一歩です。核兵器を違法とする初の国際条約
ができることにより、自国の「安全保障」を理由に核兵器を持ち続けるこ
とは正当化できなくなります。  
 国連のグテレス事務総長は、条約の発効が確定したことを受け、「この条
約を強く求めてきた多くの核爆発や核実験の被害者に捧げられるもの」で
あり、「核兵器の使用がもたらす破滅的な人道上の結末に注意の目を向けさ
せてきた、世界中の運動の成果」だと述べました。心と体に癒えることの
ない傷を抱えながら、自らの体験を語り、「人類と核兵器は共存できない」
と訴えてきた広島・長崎の被爆者とともに「核兵器のない世界」をめざし
てきた日本と世界の市民社会、国連や各国政府の共同の力でつくった条約
です。  
 世界が核兵器廃絶へ大きな一歩を踏み出す中、日本政府は「保有国と非
保有国を分断するもの」などと、核兵器禁止条約に反対し続けています。
「唯一の戦争被爆国として核兵器廃絶をリードする」と言いながら、核兵
器廃絶への道筋を示した核兵器禁止条約に背を向ける日本政府の姿勢は、
国際的にもきびしく批判されています。世論調査では７割の国民が日本は
核兵器禁止条約に参加すべきだとしています。国際社会と国民の声に応え、
日本はただちに核兵器禁止条約に署名・批准し、唯一の戦争被爆国として
の役割を果たすときです。  
 ６５２（４／２７現在）の地方議会が国に核兵器禁止条約への参加を求
める意見書を採択しています。流山市においてもぜひ意見書を提出してい
ただくよう、お願いいたします。  
 
（請願項目）  
 日本政府は、２０１７年７月７日に国連で採択され、２０２１年１月  
２２日に発効された核兵器禁止条約にただちに調印、批准し、唯一の被爆
国として核兵器全面禁止・廃絶責務を果たすよう、総理大臣・外務大臣あ
てに意見書の提出を請願します。  
 
２０２３年６月１２日  
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                  高橋  あきら  
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 流山市議会議長  坂巻  儀一  様  


